
（１）安全で快適な道路空間づくり
県土整備部
道路管理課 電話2675

○安全な通行空間や快適な生活空間の確保、効果的な雑草対策を推進するとともに、魅力ある地域づくりに向けて

    地域と協働の道づくり等身近な課題への対策を推進

（２） 効果的な雑草対策（１） 安全な通行空間や快適な生活空間の確保

・ トンネル照明のＬＥＤ化

（３） 地域と協働の道づくり

魅力あるまちづくりのため、より一層参加しやすい自治会委託や
道路美化ボランティア制度のさらなる見直しにより、地域住民・
民間団体等との協働・連携を推進

快適で安全な道路環境の確保とコスト縮減の両立を図るため、
現地条件等に応じた雑草対策を推進

・ 橋梁の補修

・ 区画線の引き直し

・ 道路パトロール

・主な対策事例 ・新技術試行中

・ 舗装修繕 ・ 側溝整備

道路の巡回、清掃、除草、樹木剪定、除雪及び

橋梁、トンネル、舗装、法面等道路施設の点検・

補修を実施し、道路の維持管理を推進

２ 暮らしに身近な課題への対応の強化

防草シール

張コンクリート

対策後

対策後

対策前

対策前

内容確認：

カバープランツ

ラバーチップによる除草

ガードパイプ支柱

穴ぼこ補修 障害物撤去

美化ボランティア ふれあいの道自治会等除草委託



（２）交通安全対策

県土整備部
道路建設課 電話2630
道路管理課 電話2677
都市政策課 電話2706

○ 「通学路交通安全プログラム」に基づく対策箇所や生活道路において、関係者と連携しながらスピード感をもって
交通安全対策を推進

（１） 通学路における安全対策 （２） 生活道路における安全対策

市町ごとに策定した「通学路

交通安全プログラム」に

基づき、教育委員会や学校

関係者、県警察等と連携し、

対策を推進

最高速度30ｋｍ／ｈの区域規制と物理的デバイスの適切な

組合せにより、交通安全の向上を図る区域を「ゾーン３０プラス」

として設定し、道路管理者と警察が緊密に連携し、地域住民等

との合意形成を図りながら、生活道路における人優先の安全・

安心な通行空間を整備

令和８年度

歩道整備 34箇所、あんしん路肩 ９箇所で実施

※国土交通省ＨＰより

路面標示

※市道

スムーズ横断歩道

※町道 ※市道

狭さく

カラー舗装

※市道

※市道

令和８年度

菰野町の朝上地区、菰野地区を「ゾーン３０プラス」に設定

２ 暮らしに身近な課題への対応の強化

あんしん路肩歩道整備合同点検

防護柵 カラー舗装車止め 交差点ハンプ



○ 住宅の脱炭素化と良質な住環境の促進を図るため、ＺＥＨ（「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略）の建設及び
購入に対する支援を実施

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、日本でのエネ

ルギー消費量の約３割を占める建築物分野における脱炭

素化への取組が急務

（１）住宅の脱炭素化（ＺＥＨの促進）

（３）脱炭素社会（カーボンニュートラル）の実現

【出典：国土交通省ＨＰより】

民間（個人等）
2,980万円

県
１/２
10万円

市町
１/２
10万円

補助金額10万円（上限）

ＺＥＨまたはＺＥＨを上回る性能の住宅を建設または購入す

る者に対し、県は市町の補助金額の１／２以内かつ１０万

円を上限に補助を実施

高断熱化と高効率設備によって、大幅な省エネルギー化を

実現した上で、太陽光発電や蓄電池等を利用して、年間エ

ネルギーの消費量を収支ゼロとすることをめざした住宅

（イメージ）住宅建設費等3,000万円、市町の補助20万円の場合断熱工事 太陽光発電

ＺＥＨイメージ 【出典：経済産業省】

防災面の強靭性向上快適な住環境

温室効果ガス削減

③ ＺＥＨの導入効果

支援（補助）概要

① 現状・課題

② ＺＥＨ（ゼッチ）とは

エネルギー消費量・光熱費の削減

県土整備部
住宅政策課 電話2720

R８新規事業

２ 暮らしに身近な課題への対応の強化



（３）脱炭素社会（カーボンニュートラル）の実現

重要港湾（津松阪港、尾鷲港）の港湾脱炭素化推進計画に基づき、
取組を推進

内容確認：

（２）道路分野の脱炭素化

道路脱炭素化推進計画に基づき、取組を推進

道路分野は約２割を占める

出典：道路分野の脱炭素化政策集ver.2.0 （国土交通省）出典：道路分野の脱炭素化政策集ver.2.0 （国土交通省）

（３） 港湾の脱炭素化

散気装置の気泡を小さくして
送風機の風量を抑え、電力使用量
を削減（約４％)

太陽光発電施設の導入や、設備の高効率化、照明のＬＥＤ化により

化石燃料由来の電力使用量を削減

高効率機器の導入イメージ
（水処理施設機械設備更新工事）

更
新

太陽光発電施設の導入イメージ

（４）下水道施設の脱炭素化

事業者が太陽光発電施設を設置し、
県は電力を購入（ＰＰＡ方式）

太陽光発電施設の設置

雲出川左岸浄化センター

◆道路全体のグリーン化を支える道路空間の創出
太陽光発電施設の設置
・国道167号 磯部トンネル

◆低炭素な人流・物流への転換
自転車通行空間の確保
・国道42号

◆道路交通の適正化
交差点改良（右折レーン追加）による渋滞対策
・県道神戸長沢線 定五郎橋

◆道路のライフサイクル全体の低炭素化
トンネル照明のＬＥＤ化
・国道260号 相賀浦トンネル

右折レーンがなく
渋滞が発生

新交差点に
右折レーンを追加

整備前 整備後

整備前 整備後

路肩を拡幅して
自転車通行空間を確保

路肩

ナトリウム灯による
トンネル照明

トンネル照明をLED化
太陽光発電施設を設置

県土整備部
道路企画課 電話2739
道路建設課 電話2672
道路管理課 電話2677
港湾・海岸課 電話2691
下水道事業課 電話2725

○脱炭素社会（カーボンニュートラル）の実現に向けて、各分野において取組を推進

更
新

現状 更新後（イメージ）

ナトリウム灯具 ＬＥD灯具

港の照明のＬＥＤ化

津松阪港

尾
鷲
港

２ 暮らしに身近な課題への対応の強化

整備前 整備後



（４）盛土等による災害への対策
県土整備部
建築開発課 電話3087

○盛土等による災害から県民の生命・財産を守るため、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、許可等制度を

運用するとともに、規制区域内の既存盛土等分布調査を実施

令和7年5月26日に県全域を

宅地造成等工事規制区域、

特定盛土等規制区域 の

いずれかの区域に指定

（１）盛土規制法に基づく規制区域の指定 （２）盛土規制法に基づく基礎調査（既存盛土等分布調査）

一定規模以上の盛土等を規制対象として

許可等制度を運用

おおむね５年ごとに、規制区域内における

①既存の盛土等の分布 ②安全性等
について調査を実施

②安全性把握の優先度評価
応急対策の必要性判断

県内全域を３地域に分け、
３か年で調査（業務委託予定）

①既存盛土等分布調査(※)

県全域を対象に
業務委託

(※)造成前後の地形データ等を収集し、標高等を比較して盛土を抽出

令和８年度 令和９年度～11年度

○盛土等を行う場合、災害防止のための許可基準に
適合するよう、 知事の許可が必要

○土地所有者等が盛土等を安全に保つ責務が発生

◆ 区域指定による規制の概要

盛土

２ 暮らしに身近な課題への対応の強化



（５）良好な住環境の実現
県土整備部
  下水道事業課 電話2725
住宅政策課 電話2720

○下水道事業において施設整備や市町との連携強化を推進するとともに、 安全で快適な住まいづくりに向け、
空き家対策への支援や県営住宅の計画的な改修を実施

（２） 下水道の広域化・共同化の推進

受入廃止

統合

幹線管路

（１） 下水道の未普及対策

未普及地域の解消に向けて幹線管路の延伸や下水処理場の増設を

推進

（４） 県営住宅の改修

景観の保全にもつながる建物の長寿命化を図るための外壁改
修や、住戸内のバリアフリー改修等を実施

下水処理場

明和幹線管渠工事
南部浄化センター

汚泥濃縮棟工事

いなべ市十社地区クリーンセンター

（農業集落排水処理施設）

北部浄化センター

（流域下水道） マンホール点検の訓練の様子

（３） 空き家の除却や活用の支援

危険な空き家の除却のほか、移住定住のための空き家の
リフォームや地域活性化施設への改修等を支援

除却前 除却後

熊野市における空き家の除却

流域下水道区域に農業集落排水処理施設等

を統合し、市町の事業運営を支援

合同防災訓練を通じ

市町との連携強化
【浴槽設置】外壁改修

【段差解消】

住戸内改修

一身田団地 笹川団地 桜島団地

２ 暮らしに身近な課題への対応の強化
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